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第5章 水道の理想像と目標設定 

5.1  水道の理想像 
 
私たちにとって望ましい水道とは、「時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質

基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持

続的に受け取ることが可能な水道」といえます。そして、このような水道を実現するために

は、水道水の安全の確保、確実な給水の確保、供給体制の持続性の 3 つが必要です。 

新水道ビジョンでは、水道水の安全の確保を「安全」、確実な給水の確保を「強靭」、供給

体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら 3 つの観点から、50 年後、100 年後の水

道の理想像を具体的に示し、これを関係者間で共有することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5.1.1 厚生労働省が掲げる水道の理想像 

 

50年後、100年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有

水 道 の 理 想 像

 時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、
必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続
的に受け取ることが可能な水道

【強靭な水道】 【安全な水道】

【水道サービスの持続】

安全

全ての国民が、いつで
もどこでも、水をおい
しく飲める水道

持続

給水人口や給水量が減
少した状況においても、
健全かつ安定的な事業
運営が可能な水道

強靭

自然災害等による被災
を最小限にとどめ、被
災した場合であっても、
迅速に復旧できるしな
やかな水道
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5.2  市営水道の目標設定 
 
成田市水道事業ビジョンにおける市営水道全体での目標設定について、基本理念、基本方

針、施策を図 5.2.1 に示します。 

基本理念は、市民にいつまでも安全・安心な水をお届けして暮らしを支えていくことを理

想とし、「住んでよし 安全・安心な水を未来へつなぐ成田の水道」を掲げます。 

基本方針については、水道の理想像である「持続」、「安全」、「強靭」の観点から、それぞ

れ「いつまでも市民とともにある水道」、「安心して市民が利用できる水道」、「災害に強い水

道」として、第 3 章で抽出された具体的課題を基に施策を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.1 成田市水道事業ビジョンの体系 

 

抽出された具体的課題

基本理念

住んでよし 安全・安心な水を未来へつなぐ成田の水道

(1)安定した水源の確保

(2)計画的な施設・管路の更新

(3)施設機能の向上

(4)健全な経営の維持

(5)人材育成・組織力強化

(6)環境対策

(1)適切な浄水処理の維持

(2)安全な水道水の確保

(1)耐震性能の向上

(2)危機管理体制の充実

■適正な浄水処理の維持････2-(1)

（水道事業・簡易水道事業）

■鉛製給水管の残存････････2-(2)

（水道事業）

■施設の老朽化･･･････････3-(1)

（水道事業・簡易水道事業）

■耐震性能向上の必要性･･･3-(1)

（水道事業）

■地下水の取水量低下･･････1-(1)

（水道事業・簡易水道事業）

■配水池有効容量の不足 ･･･１-(3)

（水道事業）

■給水普及率の伸び悩み････1-(4)

（簡易水道事業）

■厳しい営業収支･･････････1-(4)

（水道事業・簡易水道事業）

■高額な企業債残高････････1-(4)

（水道事業・簡易水道事業）

■職員の確保･･････････････1-(5)

（水道事業・簡易水道事業）

■職員の技術継承･･････････1-(5)

（水道事業・簡易水道事業）

■使用電力量削減の必要性･･1-(6)

（水道事業・簡易水道事業）

いつまでも
市民とともにある水道

安心して市民が
利用できる水道

災害に強い水道

３.強靭

２.安全

１.持続

施策

施策

施策


